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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２２年６月１７日（木）午前　９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時２３分　閉会　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 藤浦雅彦  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 森内一蔵  委　　員 原田　平

委　　員 野口　博

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　　長　森山一正 副市長　小野吉孝　　　　　都市整備部長　小山和重

　　同部次長　大田博和 都市計画課長　新留清志　　同課参事　西川　聡

同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員

　 事務局局次長　藤井智哉 　同局書記　田村信也



１．審査案件

　　・議案第５０号　摂津市南千里丘周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限　

　　　　　　　　　　に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５９開会）

○木村勝彦委員長　それでは、ただいま

から、駅前等再開発特別委員会を開会し

ます。理事者からあいさつを受けます。

森山市長。　

○森山市長　おはようございます。きょ

うは真夏日のようでございますが、蒸し

暑い中、そして何かとお忙しい中、駅前

等再開発特別委員会をおもちいただきま

して、大変ご苦労様でございます。

　本日の案件は、摂津市南千里丘周辺地

区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例制

定の件についてでございます。何とぞ慎

重審査の上、ご可決賜りますようよろし

くお願いいたします。

　一旦退席いたしますが、どうぞよろし

くお願いします。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野口委

員を指名いたします。

　暫時、休憩します。

　　（午前１０時　　　休憩）

　（午前１０時１分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　議案第５０号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方、どうぞ。

　はい、原田委員。

○原田平委員　議案についてでございま

すが、今回、変えられるこの特殊道路１

号線あるいはほかの路線等については、

昨年の第４回定例会で、道路法に基づく

認定がされたことによりまして変えられ

るということでありますが、この特殊道

路１号線の部分でありますが、市道南千

里丘駅前１号線というふうになっており

ます。これは、既に、認定をされている

名称でありますが、南千里丘駅という駅

はございませんし、当時は仮称だったと

思うんですけれども、改めて、３月１４

日に摂津市駅というふうになりましたの

で、変えるべきだというふうに思うわけ

でありますが、そのことについて、どん

な見解をお持ちなのか、お尋ねいたした

いと思います。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　委員のご意見の

特殊道路１号線の南千里駅前１号線とい

う名称についてでございますが、先ほど

委員が言われてましたように、平成２１

年の第４回定例会にて可決され、平成２

１年の１２月４日に告示された路線名で

ございます。

　この路線名につきましては、道路管理

者である道路課のほうで決定されたもの

でありまして、今回の建築条例につきま

しては、それに基づいて変更するもので

ございます。

○木村勝彦委員長　はい、原田委員。

○原田平委員　きょうは副市長もご出席

を願っておりますから、市の総括的なお

考え等も聞かせていただきたいと思いま

す。

　ご承知のとおり、千里丘でもＪＲ千里

丘駅の駅前１号線ということで、そこに

はちゃんと駅名を記しておりますし、モ

ノレール等も２か所ございますけれども、

特に市の中心部となりますこの摂津市駅、

これは市のメイン道路にもなってまいり

ますし、駅前でありますから変えるべき

だと私は思うわけでありますが、市全体

で検討、あるいは今後どのようにしてい

くかという方向性だけでも、お示し願え

ればありがたいというふうに思っており

ます。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、今のご
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質問に答弁させていただきます。

　特殊道路１号線が南千里丘駅前１号線

に道路名称が変更されております。この

建築条例に関しましては、道路認定名称

をもって、この道路を位置づけておりま

すので、認定に合わせた道路名称になっ

ております。

　そして、今後どのような形で変更等を

対応するのかというご質問でございます

けども、これにつきましては、一度この

名前がついた経過について、道路課のほ

うにお聞きしております。考えとしては、

南千里丘地区のそこにある駅前の道路で

南千里丘駅前１号線という名前を付けた

と聞いております。

　今後、この名称の変更につきましては、

都市計画課では名称変更をすることがで

きませんので、一度道路課のほうと相談

させていただきたい。今の段階で、変え

る、変えないということについては、私

のほうからは申し上げられないと思って

ますので、よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　道路認定とかその名

称については、今部長が答弁しましたよ

うに、これは建設常任委員会の所管事項

で、駅前等再開発特別委員会の議論には

少しなじみにくいと思いますので、その

辺、原田委員のほうでもご理解いただき

たいと思います。

　副市長。

○小野副市長　今、部長が言いましたよ

うに、私もこのご質問で、今原田委員が

言われているのは、市道摂津市駅前１号

線という方がすぐわかるんじゃないかと。

あの地域は南千里丘と言いまして、まち

づくりでもずうっとやってきましてね。

だからそういった中での南千里丘地区に

おける駅前１号線ということで、これを

認定いただいたとなっておりますが、た

だいま原田委員のおっしゃってることは、

市民が行ったときに、「南千里丘駅って、

何やねん。あるのは千里丘駅やないか」

となる。多分そういうことだと思います。

まぎらわしいと。それならば、市道摂津

市駅前１号線と言えば、阪急摂津市駅と

すぐわかるではないかという意見でござ

いますんで、部長が言いましたように、

これは可決いただいておりますし、そう

いう原田委員の意見としていただきます

が、これは一度内部で、どういう考え方

でなすべきなのかということについては、

ご意見をを門前払いすることでなくて、

一遍きちっと議論した上で、いきたいな

あと思うてますねん。ただ、これは今言

いましたように、南千里丘地区の駅前１

号線という市の考え方がありましたんで、

それが市民との関係でどうなのかという

意見については、汲ませていただきたい

というふうに思っています。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　はい、野口委員。

○野口博委員　少し確認の意味でお尋ね

したいと思います。

　一つは、建築制限条例が平成１９年の

９月の第３回定例会で可決をされてきて

ます。ことしの２月の特別委員会で、今

回変更で提案されてる中身、特に別表第

３の項中のこのゾーン設定の変更につい

てなど説明もし、そして先日の都市計画

審議会で論議をされてきたという、この

大がかりな変更手続をされてきたという

ことと、それをしなくても中身としては、

同じ開発ができるという、この辺の考え

方について、ちょっと一度確認をしたい

と。いろいろこの間説明をいただいてお

りますけども、正式に提案されてますの

で、一度その問題を確認をしておきたい

ということでありますのが、１点です。

　もう一つは、７月１日に、コミュニティ

プラザがオープンということになります
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ので、改めて、この議案には関係ありま

せんけども、最近の取り組みの経過につ

いても、ちょっと簡単に、まずお示しし

ていただきたいなというふうに思います。

　以上です。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　今回、建築条例

の変更をお願いしております内容につき

ましては、以前、委員のお話のように、

ゾーン名の変更を行うということは、地

区計画の変更を伴いますということで、

都市計画審議会といろんな手続きを踏ん

でおります。

　地区計画の変更につきましては、市で

決定されるものでございまして、当然、

内容の部分につきましては、都市計画審

議会の手続が必要です。それに伴いまし

て、変更計画案の縦覧とそれから地元説

明会の開催、それから都市計画審議会の

開催など、都市計画の手続をすべて踏ん

でおります。

　それから、変更部分につきましては、

以前説明させていただいた内容のまま都

市計画審議会にかけまして、答申をいた

だいておりますので、そういう手続をもっ

て今回の変更をお願いしているところで

ございます。

○木村勝彦委員長　はい、小山部長。

○小山都市整備部長　今の答弁に対して、

補足をさせていただきます。

　手続上の流れでございますけれども、

先に駅前等再開発特別委員会に説明させ

ていただきました。これはなぜかと言い

ますと、都市計画審議会に諮る前に地元

のほうへ説明会をしなければいけません

ので、その地元に出る前に、やはり当委

員会に報告してから地元へ行く。地元が

終わってから都市計画審議会の審議を経

て、それで初めて骨子が決まりますので、

それに基づいてこの条例を変えるという

スケジュールになりますので、そういう

手続上、何回も説明させていただいたと

いうような状況になっております。

　それともう一つ、コミュニティプラザ

のオープンの取り組みにつきましては、

この都市整備部のほうでは現在取り組ん

でおりません。政策推進課の市民活動支

援担当のほうで取り組んでおりますので、

よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　はい、野口委員。

○野口博委員　ちょっと質問が悪かった

です。１点目の問題であります。そうい

う手続の流れは承知をしている上で質問

をさせてもらってるんですけども、今回、

いろんな中身が変わらなければ、わざわ

ざそういう経過を踏まえる必要がないわ

けで、しかし説明としては、二つのゾー

ンの中で建設できる開発できる中身は同

じということをおっしゃってきてるわけ

で、それならば、そんな手続を行わなく

てもできるわけで、いろんな進出する業

者との話し合いの中で説明すれば済むわ

けなんだけども、その辺が、わざわざそ

ういう手続を踏んだメリットがあるなら

ば、ちゃんと説明していただきたいと。

　それと、二つ目の問題は、ちょっと質

問が悪かったですけれども、そういう二

つのゾーンについて、今回、ゾーン変更

をするわけでありますけども、この二つ

のゾーンについて、住宅供給ゾーンＡと

住宅供給ゾーンＢ，それぞれ最近の取り

組み状況について、いろいろ巷間では話

は耳に入ってきますけども、こういう場

合でもきちっと取り組み状況について、

ちょっとお示しできれば、お示ししてほ

しいという趣旨の質問であります。

○木村勝彦委員長　はい、西川参事。

○西川都市計画課参事　先ほどの都市計

画の手続をどうして踏まなければいけな

いかにつきましては、事前に大阪府のほ
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うと相談していただきまして、そこの隙

間がございますので、建築条例と地区計

画の間の隙間がございますんで、地区計

画の変更も合わせて変更するほうがよい

だろうということで、今回正式な手続を

踏みまして、地区計画の変更も行ったも

のでございます。

　それから、今回、変更いたしますＣ街

区・Ｄ街区についての開発計画につきま

しては、窓口のほうで事前相談がござい

まして、Ｃ街区においては商業施設の開

発と、それからＤ街区につきましては、

事務所計画の相談がちょっと窓口の方に

寄せられてておりますが、今後、変更等

ございますので、まだ公表させていただ

く段階にはございません。

○木村勝彦委員長　はい、野口委員。

○野口博委員　そしたら、再度確認して

おきますけども、中身としては何ら変わ

らないということは、そのとおりなんで

すね。

　二つ目の問題であります。Ｃ街区もＤ

街区も相談の範囲で来ているという説明

でありますけども、Ｃ街区・Ｄ街区の市

のほうからジェイ・エス・ビーに対する

移転登記といいますか、そういう権利の

変更の絡みは時間的にどういう流れにな

るのか、ちょっと確認の意味で教えてく

ださい。

○木村勝彦委員長　はい、西川参事。

○西川都市計画課参事　Ｃ街区につきま

しては、現在保留中地の扱いになってお

りまして、ジェイ・エス・ビーのほうで

前払い金をいただいている段階です。６

月末に残金を市のほうに収納していただ

きまして、それでジェイ・エス・ビーの

所有になるという予定になっております。

○木村勝彦委員長　はい、新留課長。

○新留都市計画課長　済みません。最初

のほうのゾーン名の変更はしたけども、

その中身は変わらないのかということやっ

たと思うんですけども、一応、基本的に

先ほども、大阪府のほうから承認をいた

だきまして、その名称変更をしたわけで

すけども、地区計画の中身の整備計画の

内容につきましては、一切変更はいたし

ておりませんということです。

○木村勝彦委員長　はい、小山部長。

○小山都市整備部長　Ｃ街区・Ｄ街区の

権利関係の補足をさせていただきます。

　保留地ということで、今、施行者であ

る摂津市が管理している土地になります。

これは、保留地の売買契約によって、こ

としの６月末に残金を支払っていただい

て、その後、保留地台帳をジェイ・エス・

ビーの名義に切りかえるので、登記簿が

変わるとかそういうことはございません。

市の管理している土地が市のほうで名義

を変えるということになります。それで

初めて使用収益を開始しても良いという

ことになりますので、現在は使用収益を

停止かけたような状態になっております。

　そして、Ｄ街区の福祉会館の跡地につ

きましては、これは既に、土地を交換し

ておりますので、既にジェイ・エス・ビー

のものでございます。ただ、福祉会館の

解体がございましたので、その間、市の

ほうからジェイ・エス・ビーに使用願い

を出して、使用契約を結んで今現在市が

借りています。それについても、８月末

でジェイ・エス・ビーにお返しするとい

うような契約になっております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　１点だけすみません。

　条例の中にあります特殊道路２号線に

ついては、境川せせらぎ緑道と改めると

いうふうになっていますけども、この境

川せせらぎ緑道というふうに名前をつけ

られた経緯をちょっとお示しいただきた

いと思います。

－5－



○木村勝彦委員長　はい、西川参事。

○西川都市計画課参事　境川せせらぎに

つきましては、ご存じのとおり、もとも

と境川の部分をボックス化しまして、上

にせせらぎ水流を流し、それから植栽を

つくり、道をつくるという工事を行って

おります。そのもともとの経緯、境川と

いう名称をとったのと、それから今後流

していくせせらぎ、その二つの名称をとっ

て境川せせらぎ緑道という形で名づけさ

せていただきました。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　なぜそういう質問をし

たかと言うと、この緑道は市民に呼びか

けて協議会の中で、この形状も含めて導

き出してきたというような経緯がありま

す。そういう意味では、市民に多く親し

んでいただきたいという思いもあります

し、今後もできれば、管理体制も市民に

お願いをしていきたいというふうな目標

もあるということで、名前もできればそ

ういう市民に親しまれる名前で、よくそ

ういう場合には公募という形をとられて

いますけども、そういう方針というんで

すか、その部分については変わりがない

のか。それから、今後具体的に、境川せ

せらぎ緑道という名前になるということ

ですが、その名前でこれからどういうふ

うな方向で市民に親しまれる緑道にして

いくのか、最後にちょっとこの際ですの

で、お聞きをしておきたいと思います。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　今の藤浦委員のご

質問に対して、ご答弁申し上げます。

　この境川の整備につきましては、南千

里丘まちづくり懇談会におきまして、整

備計画等いろいろ検討いただきながら、

最終的には市がまとめた整備をいたしま

した。

　この管理につきましては、まちづくり

懇談会でも一度話題にしましたが、実際

に住まれてる住民の方が、まだ現在南千

里丘地域にはおられません。その周辺地

域の方が参加されておりましたけども、

今後、マンション等が完成し、住民が住

まれ、管理されるようなこと、また、市

の管理費の軽減を図る目的でも、やはり

市民参加というのは大事だと思ってます。

そういった面から、今後、南千里丘地区

内に住民が住まれるようになった時点で

は、やはりそういうまちづくり懇談会の

ように市民に声をかけるようなことをい

たしたい、また、名称につきましても、

境川せせらぎ緑道というのは、管理上の

名称として必要なものですから、今度は

愛称をつけていくのかどうかということ

を、これは公園みどり課とも協議しなが

ら、検討していきたいと思っております。

　以上です。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　わかりました。

　今度、第４次総合計画の流れもありま

す。協働という。まさしくこの境川せせ

らぎ緑道については、協働という部分で

まず形としてしっかりつくっていく上で

は、非常に画期的な場所でもありますし、

注目される場所でありますから、ここは

今言われたように、しっかり頑張ってい

ただきたいということをお願いしておき

たいと思います。

○木村勝彦委員長　ほかにありませんか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時、休憩します。

（午前１０時２０分　休憩）

（午前１０時２２分　再開）

○木村勝彦委員長　それでは、再開をい

たします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採
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決します。

　議案第５０号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

をいたしました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午前１０時２３分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　野　口　　　博
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